
令和３年度 一般会計歳出　第　９　款　２　項　４　目　１２　節　委託料

種目番号

－ TEL 671-2513

設　計　書
1 　委　　託　　名

2 　履　行　場　所 横浜市資源循環局事業系対策部産業廃棄物対策課

3 　履　行　期　間 □期間

　又　は　期　限 ☑期限 契約締結日から令和４年３月18日まで

4 　契　約　区　分 □確定契約 ☑概算契約

5 なし

6  現　場　説　明 ☑　不要

□　要 （　　月　　日　　時　　分、場所　　　　　　）

7  委　託　概　要

横浜市資源循環局 Ｐ　　1　　　　

連絡先

横浜市内における未処理のポリ塩化ビフェニル（以下、「ＰＣ

Ｂ」という。）使用製品及びＰＣＢ廃棄物（以下、「ＰＣＢ廃

棄物等」という。）を網羅的に把握するためのアンケート調査

を実施し、ＰＣＢ廃棄物等の適正処理を推進する。

 その他特約事項

受付番号

－

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等アンケート調査業務委託

委託担当
　資源循環局　産業廃棄物対策課　排出指導係

山
やま

野
の

内
うち

　龍
りょう



8 　部分払

□する　　　　　　　（　 回以内）

☑しない

部分払の基準

業務内容 履行予定月 数量 単位 単価 金額

＊　単価及び金額は、消費税等相当額を含まない金額。

＊　概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）で囲む。

委託代金額 （ )

内訳 業務価格 （ ）

消費税等相当額 （ ）

横浜市資源循環局 Ｐ　　２　　　　



( 6,500 ) 件 ( ) 封筒作成含む

( 6,500 ) 件 ( )

( 6,500 ) 件 （ ）

1 式

( 5,000 ) 件 ( )

6 回

1 式

( 4,000 ) 件 ( ) 封筒作成含む

( 4,000 ) 件 ( )

( 4,000 ) 件 ( )

( 2,500 ) 件 ( ) 封筒作成含む

( 2,500 ) 件 ( )

( 2,500 ) 件 ( )

６　成果物の提出 1 部

７　諸経費 1 式

( )

1 式 ( )

( )

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）で囲む

横浜市資源循環局 Ｐ　　３　　　　

１　調査票の印刷・送付

依頼文等の印刷

調査票への印字

合計

依頼文等の封入

２　ヘルプデスクの設置

３　調査票の回収・集計

業務委託料

調査票の電子ファイル化

集計等作業

依頼文等の印刷

調査票への印字

依頼文等の封入

依頼文等の印刷

調査票への印字

依頼文等の封入

消費税等相当額

５　再々調査

４　再調査

進捗状況の報告

内訳書

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等アンケート調査業務委託

単位数量 金額(円) 摘要
単価
(円)

名称



委託仕様書 

１ 件名 

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物等アンケート調査業務委託 

 

２ 目的 

  横浜市内における未処理のポリ塩化ビフェニル（以下、「ＰＣＢ」という。）使用製品及びＰＣＢ廃棄物（以

下、「ＰＣＢ廃棄物等」という。）を網羅的に把握するためのアンケート調査を実施する。 

 

３ 履行期間 

  契約締結の日から令和４年３月 18日まで 

 

４ 総則 

委託業務の履行に際しては、「委託契約約款」及び｢電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項｣ に

定めるもののほか、この委託仕様書（以下「仕様書」という｡）に基づき、受託業務を行わなければならない。 

 

５ 業務内容 

(1) アンケート調査に係る調査票の印刷及び送付 

ア アンケート調査に係る「依頼文」、「調査票」及び「Ｑ＆Ａ」（以下、「依頼文等」という）並びに「返信

用封筒」を、「送付用封筒」に封かんし、「調査対象者リスト」（Excel ファイル、約 6,500 件）に記載さ

れた対象建物の所有者、管理者又は使用者宛てに送付する。 

イ 委託者は依頼文等及び送付用封筒の原稿を作成し、調査対象者リストとともに契約締結後速やかに受

託者へ提供する。（依頼文等のイメージはそれぞれ参考１～３のとおり） 

ウ 受託者は郵送に必要な部数の依頼文等を印刷する。「依頼文」はＡ４判白黒両面又は片面印刷１枚、「調

査票」はＡ３判カラー両面印刷１枚、「Ｑ＆Ａ」はＡ４判カラー両面印刷１枚とする。なお、原稿の内容

について、受託者による若干の修正を要する場合がある。 

エ 受託者は、返送先及び料金受取人払郵便の表示を印字した返信用封筒（テープ付き）を必要な部数作成

する。 

オ 受託者は、調査対象者リストをもとに、「調査票」に調査対象者ごとに割り振られた調査ナンバー（数

字６桁）並びに調査対象者の名称及び住所を印字する。 

カ 受託者は、委託者から提供された原稿をもとに、窓付き角型Ａ４号の送付用封筒を必要な部数作成す

る。なお、送付用封筒は、窓部分を含めて紙として資源化可能なものとする。 

キ 受託者は、送付用封筒に依頼文等及び返信用封筒を封かんし、委託者が指定する横浜市内の場所へ持

込み、送付する。なお、送付及び返信に係る郵送費は委託者が負担する。 

ク 送付時期は令和３年８月下旬以降とする。なお、委託者及び受託者間で協議し、送付を複数回に分割し

て行うことができる。この場合、最も遅く調査票を送付する時期が最初に調査票を送付した日から数え

て１か月以内となるように分割する。 

(2) ヘルプデスク（問い合わせ窓口）の設置 

ア 受託者はヘルプデスクを設置し、調査対象者からの問い合わせに調査趣旨や回答方法等の説明により

対応する。電話回線数及びオペレーター人数は、(1)クによる調査票送付日から２か月間は３回線以上及

びオペレーター３名以上、２か月経過した日から令和４年３月 18 日までの間は２回線以上及びオペレー

ター２名以上をそれぞれ確保する。 

イ ヘルプデスクによる対応時間は、土日祝日及び年末年始（令和３年 12 月 29 日から令和４年１月３日



まで）を除く平日９時から 17時までとする。 

ウ 設置期間は、(1)クによる調査票送付日（令和３年８月下旬以降）から令和４年３月 18 日までとする。 

エ 設置するヘルプデスクの電話番号は本調査業務専用とし、市外局番 045 から始まる番号又は通話料金

を着信側が負担する 0120 等から始まる番号とする。なお、電話番号を新たに取得又は増設する場合の費

用及び通話料金は本委託料に含める。 

オ 受託者は、ヘルプデスクの応対内容を記録し、委託者が提供する集計フォーマット（Excel ファイル）

に集計する。（集計フォーマットのイメージは参考４のとおり） 

カ 委託者は、依頼文等のほか、ヘルプデスク用の想定問答集及びＰＣＢ廃棄物排出事業者向け配布資料

を受託者へ提供する。 

キ 対応が困難な問い合わせがあった場合は、受託者が委託者と協議して対応を決定する。 

(3) 調査票の回収・集計 

ア 調査対象者による調査票への回答方法は、郵送、電子メール又はＦＡＸとし、回答先は委託者とする。 

受託者は委託者が受け付けた調査票を適宜回収する。回収方法は委託者及び受託者間で協議して決定

する。 

   イ 受託者は、回収した調査票を全て電子ファイル化（ＰＤＦ化）する。その際、ファイル名は調査対象者

ごとに割り振られた調査ナンバーとする。 

ウ 受託者は、回答内容に不備や他の調査対象者との重複などがないか確認及び精査し、委託者が提供す

る集計フォーマット（Excel ファイル）に集計する。（集計フォーマットのイメージは参考５のとおり） 

   エ 回答内容に疑義等がある場合は、受託者が調査対象者へ電話連絡をして事情を聴き、その内容をイで

電子化したファイルに追記及び集計フォーマットに反映させる。 

   オ 調査の進捗状況を確認するため、受託者は、ウで集計したフォーマットを原則毎月 10 日までに委託者

へ提出する。提出方法は委託者及び受託者間で協議して決定する。 

(4) 再調査 

ア (1)キで送付した調査票について、回答がなかった調査対象者（約 4,000 件）に対し、依頼文等及び返

信用封筒を再送付する。 

イ 受託者は、(3)ウで集計する集計フォーマットをもとに、(1)キで送付した調査票の回答がない調査対

象者をリスト化し、委託者へ提出する。 

ウ 受託者は、(1)ウからキまでと同様に印刷、印字、作成及び封かんし、イのリストに掲載された調査対

象者へ送付する。ただし、依頼文等のうち、「依頼文」のみ委託者が新たに作成した原稿を用い、必要に

応じて調査対象者の名称等を印字する。 

エ 受託者は、調査対象者からの問い合わせに対して(2)と同様の対応を行い、調査対象者からの回答に対

して(3)と同様の回収・集計を行う。 

オ 再送付時期は令和３年 10月下旬以降とする。なお、委託者及び受託者間で協議し、送付を複数回に分

割して行うことができる。 

(5) 再々調査 

ア (4)ウで送付した調査票について、回答がなかった調査対象者（約 2,500 件）に対し、依頼文等及び返

信用封筒を再々送付する。 

イ 受託者は、(3)ウで集計する集計フォーマットをもとに、(4)ウで送付した調査票の回答がない調査対

象者をリスト化し、委託者へ提出する。 

ウ 受託者は、(1)ウからキまでと同様に印刷、印字、作成及び封かんし、イのリストに掲載された調査対

象者へ送付する。ただし、依頼文等のうち、「依頼文」のみ委託者が新たに作成した原稿を用い、必要に

応じて調査対象者の名称等を印字する。 



エ 受託者は、調査対象者からの問い合わせに対して(2)と同様の対応を行い、調査対象者からの回答に対

して(3)と同様の回収・集計を行う。 

オ 再々送付時期は令和４年１月上旬以降とする。 

 

６ 作業場所 

受託者は、自らの管理がおよぶセキュリティ対策が十分に行われた建物内で業務を実施する。事故等により

処理が不可能な場合は速やかに委託者に連絡し、委託者の指示に従う。 

 

７ 成果物の提出 

ヘルプデスクの応対記録を集計した集計フォーマット（Excel ファイル）、回収した全ての調査票のＰＤＦフ

ァイル及び調査票を集計した集計フォーマット（Excel ファイル）を、電子媒体で１部提出する。 

 

８ 成果物の検査 

委託者は、成果物の検査において、受託者が作成したＰＤＦファイル及び集計フォーマットの一部又は全部

が不完全であると認められる場合には、受託者に対しデータ作成の再実施を求める。成果物が不完全である原

因が明らかに受託者にある場合には、受託者は、委託者の求めから１週間以内に再作成したデータを納入しな

ければならない。 

 

９ 委託の完了 

本委託の完了は成果物を提出後、委託者の検収により本委託が達成したと確認された時点で完了する。 

 

10 調査票等の返却 

受託者は、当該委託業務契約が完了または中止された場合、委託者から回収した調査票を速やかに返却する。 

また、作成したＰＤＦファイル、Excel ファイル等の電子ファイルは業務完了後、速やかにデータを削除す

る。 

 

11 守秘義務 

(1) 守秘義務の遵守 

受託者は、本委託の履行に際して、知り得た情報を漏らさないこと。この委託業務が完了した後も、同様

とする。 

(2) 個人情報の適正管理 

本作業実施にあたり、個人情報を適正に取り扱うため、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければ

ならない。 

 

12 疑義の解決 

受託者は、本委託業務に際し、疑義を生じた場合は、本市担当職員と十分協議のうえ迅速に解決する。なお、

協議の内容は受託者が書面等に記録し、委託者に提出する。 

 

13 その他 

この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者、受託者協議のうえ定める。 



 

資 産 第 ○ ○ ○ 号  

令和○年○月○日  

調査対象者の皆さま 

横浜市資源循環局長  

 

照明器具のＰＣＢ使用安定器に関する調査について（依頼） 

 

日頃から、本市廃棄物行政にご協力いただきありがとうございます。 

さて、本市では「昭和 52 年３月以前に建築された可能性のある建物」の所有者、管理者

又は使用者の方を対象に、ＰＣＢ※を使用した照明器具の保有に関する調査を進めておりま

す。 

ＰＣＢは法律で処分期間が定められております。もし、ＰＣＢを使用した照明器具をお持

ちの場合、そのＰＣＢを令和５年３月末までに処分しなければ、法律違反になるだけでな

く、将来にわたり事実上処分することができなくなってしまいます。 

つきましては、お忙しいところ大変お手数をおかけしますが、同封の『調査に関する概要』

をご覧いただいた上、同封の回答用紙をご提出いただきますようお願い申し上げます。 

なお、調査についてご不明な点がありましたら、ＰＣＢ調査特設窓口までお問い合わせく

ださい。 

※ ポリ塩化ビフェニルの略で人体に有害な油です。 

 

１ 回答方法 

  同封の回答用紙（『照明器具のＰＣＢ使用安定器に関する調査票』・見開きカラー両面Ａ

３サイズ）の設問１から順に回答を記入し、同封の返信用封筒（切手不要）に入れて投函

してください。 

  なお、回答用紙は横浜市ホームページからのダウンロードも可能です。 

（掲載 URL） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/sangyo/haishutsu/pcd/hoyuucyousa.html 

 

２ 回答期限 

  令和○年○○月○○日（○） 

 

３ お問い合わせ先 

  横浜市ＰＣＢ調査特設窓口 電話番号：○○○-○○○-○○○○ 

  （受付時間：平日９時から 17 時まで） 

 

担当：横浜市資源循環局産業廃棄物対策課 

TEL:045-671-2513、2514 

FAX:045-651-6805 

E-mail: sj-sampaitaisaku@city.yokohama.jp 

参考１ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/sangyo/haishutsu/pcd/hoyuucyousa.html


参考２

01182324
長方形





参考３

01182324
長方形





ID 日付 調査No. TEL 建物名 問合せ者 開始時間 終了時間 電話受付内容

参考４

01182324
長方形



設問４

照明器具
は蛍光灯・
水銀灯か

事業用建
物・共同住

宅か

設問５

PCB使用
安定器が
あるか

No.

設問５

ＰＣＢ使用
のおそれ
がある照
明器具が
あるか

不備有り

設問２

S52.3以前
の照明器
具がある

か

設問３

電話番号調査No. 建物名称 建物住所 担当者名 備考 重複
S52.3以前
の建物か

設問１

参考５

01182324
長方形



令和３年４月版

１　適用する仕様書等

　　資源循環局が発注する委託等に適用する仕様書、特記仕様書、適用図書及び遵守事項は、下記の共通

　仕様書等のうち☑が印されたものとする。

適用 名称 改定年月

☑ 委託共通仕様書 令和２年４月

□ 資源循環局構内作業基準 令和３年３月

□ 本市工事に伴い排出する建設副産物の処分要領 令和３年４月

□ 横浜市土木設計業務共通仕様書 令和２年８月

□ 横浜市測量業務共通仕様書 令和２年８月

□ 横浜市地質調査業務共通仕様書 令和２年８月

□ 横浜市建築局建築設計委託業務共通仕様書 令和元年５月

□ 横浜市建築局建築工事監理委託業務共通仕様書 令和元年５月

☑ 個人情報取扱特記事項 平成27年10月

受託者は、この契約に基づき個人情報を取り扱う事務を行う場合には、「個人情報取扱特

記事項」を遵守し、業務着手にあたっては「個人情報取扱特記事項」に基づく研修を実施

し、個人情報保護に関する誓約書及び研修実施報告書を提出すること。

☑ 電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 令和３年４月

□ 前金払に関する特記事項

本委託業務については、契約代金額が、設計・調査業務の場合300万円以上、測量業務の場

合200万円以上（設計・調査業務と測量業務が含まれる場合は200万円以上）となった場合

は、前払金を請求することができる。

２　入手先

　　仕様書は以下の市ホームページからダウンロードすること。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/youshiki/shigen/shiyousyo

適用する仕様書等(委託)
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